
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月亀岡市議会定例会 
 

条例一部改正資料 
 

（新 旧 対 照 表） 



職員の育児休業等に関する条例（平成4年亀岡市条例第9号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

（育児休業法第2条第1項の条例で定める者） （育児休業法第2条第1項の条例で定める者） 

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法

（昭和22年法律第164号）第6条の4第2項に規定する養育里親である

職員（児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反す

るため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親で

あって養子縁組によって養親となることを希望している者として当

該児童を委託することができない職員に限る。）に同法第27条第1

項第3号の規定により委託されている当該児童とする。 

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法

（昭和22年法律第164号）第6条の4第1号に規定する養育里親である

職員（児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反す

るため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁

組里親                       として当

該児童を委託することができない職員に限る。）に同法第27条第1

項第3号の規定により委託されている当該児童とする。 

 



 

亀岡市個人情報保護条例（平成12年亀岡市条例第37号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

（定義） （定義） 

第2条 （略） 第2条 （略） 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項      

                       の規定により

記録された特定個人情報をいう。 

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項（これらの規

定を番号法第26条において準用する場合を含む。）の規定により

記録された特定個人情報をいう。 

(7)・(8) （略） (7)・(8) （略） 

（利用停止の請求） （利用停止の請求） 

第19条 何人も、実施機関が第10条第1項、第10条の2又は第10条の3

の規定によらないで自己を本人とする保有個人情報（情報提供等記

録を除く。）を目的外利用し、若しくは外部提供しているとき、番

号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されていると

き又は同法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイ

ル（同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に

記録されているときは、実施機関に対して当該保有個人情報の目的

外利用又は外部提供の停止（以下「利用停止」という。）を請求す

ることができる。 

第19条 何人も、実施機関が第10条第1項、第10条の2又は第10条の3

の規定によらないで自己を本人とする保有個人情報（情報提供等記

録を除く。）を目的外利用し、若しくは外部提供しているとき、番

号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されていると

き又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイ

ル（同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に

記録されているときは、実施機関に対して当該保有個人情報の目的

外利用又は外部提供の停止（以下「利用停止」という。）を請求す

ることができる。 

（訂正等の請求に対する決定） （訂正等の請求に対する決定） 

第24条 （略） 第24条 （略） 

2～5 （略） 2～5 （略） 

6 実施機関は、情報提供等記録の訂正をした場合において、必要が

あると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する

情報照会者又は情報提供者                  

                      （当該訂正に係る

番号法第23条第1項及び第2項                 

6 実施機関は、情報提供等記録の訂正をした場合において、必要が

あると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する

情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務

関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者（当該訂正に係る

番号法第23条第1項及び第2項（これらの規定を番号法第26条におい



 

            に規定する記録に記録されたものであっ

て、当該実施機関以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、書面に

より通知するものとする。 

て準用する場合を含む。）に規定する記録に記録されたものであっ

て、当該実施機関以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、書面に

より通知するものとする。 



 

亀岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例（平成27年亀岡市条例第29号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

（趣旨） （趣旨） 

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「法」とい

う。）第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第9

号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「法」とい

う。）第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第10

号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第5条 法第19条第9号 に規定する条例で定める特定個人情報を提供

することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の

第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処

理するために必要な同表第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求め

た場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供する

ときとする。 

第5条 法第19条第10号に規定する条例で定める特定個人情報を提供

することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の

第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処

理するために必要な同表第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求め

た場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供する

ときとする。 

2 （略） 2 （略） 

 

 



亀岡市税条例（昭和30年亀岡市条例第39号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

（施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出） （施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出） 

第59条の2 施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出

は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の

各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければ

ならない。 

第59条の2 施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出

は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の

各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければ

ならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条

第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項

に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又

は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住

所及び氏名又は名称） 

(1) 代表者の住所及び氏名又は名称             

                             

                             

                             

                             

           

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

2 （略） 2 （略） 

（法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額のあん分

の申出） 

（法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額のあん分

の申出） 

第59条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる

要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件

に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規

定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号

に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければなら

ない。 

第59条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる

要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件

に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規

定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号

に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければなら

ない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 代表者の住所及び氏名又は名称             

                             

    

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個 (1) 代表者の住所及び氏名又は名称             



人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

                             

    

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

3・4 （略） 3・4 （略） 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第68条 （略） 第68条 （略） 

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納

期限までに次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納

期限までに次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

      

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

3 （略） 3 （略） 

（軽自動車税の減免） （軽自動車税の減免） 

第84条 （略） 第84条 （略） 

2 前項の規定により軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期

限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び

次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を

証明する書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。 

2 前項の規定により軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期

限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び

次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を

証明する書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。 

(1) 軽自動車等の種別 (1) 軽自動車等の種別 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定す

る個人番号をいう。次条において同じ。）又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しく

は事業所の所在地及び氏名又は名称） 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び氏名又は名称                   

                             

                             

                             

                  

(3)～(8) （略） (3)～(8) （略） 

3 （略） 3 （略） 



（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減免） 

第84条の2 （略） 第84条の2 （略） 

2 前項第1号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法

律第283号）第15条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷

病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第4条の規定により戦傷病

者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていな

いものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下本項において「身体

障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところにより交付

された療育手帳（以下本項において「療育手帳」という。）又は精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下本項

において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法

（昭和35年法律第105号）第92条の規定により交付された身体障害

者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身

体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者

の運転免許証（以下本項において「運転免許証」という。）を提示

するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必

要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならな

い。 

2 前項第1号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法

律第283号）第15条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷

病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第4条の規定により戦傷病

者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていな

いものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下本項において「身体

障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところにより交付

された療育手帳（以下本項において「療育手帳」という。）又は精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下本項

において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法

（昭和35年法律第105号）第92条の規定により交付された身体障害

者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身

体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者

の運転免許証（以下本項において「運転免許証」という。）を提示

するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必

要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならな

い。 

(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号（個人番号を有し

ない者にあっては、氏名及び住所）並びに減免を受ける者が身体

障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等

との関係 

(1) 減免を受ける者の氏名及び住所             

                並びに減免を受ける者が身体

障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等

との関係 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

3・4 （略） 3・4 （略） 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第115条の3 （略） 第115条の3 （略） 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者 2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者



は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所及び氏名又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

                             

                             

               

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

3 （略） 3 （略） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第123条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日ま

でに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した

事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなけれ

ばならない。 

第123条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日ま

でに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した

事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなけれ

ばならない。 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。）又

は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住

所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称 

                             

                             

                             

                           

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

   附 則    附 則 

第7条の3の2 平成22年度から平成41年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合（居住年

が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成31年までの各年

である場合に限る。）において、前条第1項の規定の適用を受けな

いときは、法附則第5条の4の2第6項（同条第9項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）に規定するところにより控除すべ

き額を、当該納税義務者の第33条及び第33条の4の規定を適用した

第7条の3の2 平成22年度から平成43年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合（居住年

が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成33年までの各年

である場合に限る。）において、前条第1項の規定の適用を受けな

いときは、法附則第5条の4の2第6項（同条第9項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）に規定するところにより控除すべ

き額を、当該納税義務者の第33条及び第33条の4の規定を適用した



場合の所得割の額から控除する。 場合の所得割の額から控除する。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

第10条の3 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これら

の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の

1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

第10条の3 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これら

の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の

1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

      

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第2項

に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第2項

に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

      

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

3 法附則第15条の8第1項又は第2項の貸家住宅の敷地の用に供する土

地について、令附則第12条第9項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項

を記載し、かつ、施行規則附則第7条第3項各号に掲げる書類を添付

した申告書を市長に提出しなければならない。 

3 法附則第15条の8第1項又は第2項の貸家住宅の敷地の用に供する土

地について、令附則第12条第9項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項

を記載し、かつ、施行規則附則第7条第3項各号に掲げる書類を添付

した申告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称             

                             

    

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

4 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受け 4 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受け



ようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

      

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

5 法附則第15条の8第4項の貸家住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに

次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する

法律（平成13年法律第26号）第7条第1項の登録を受けた旨を証する

書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第

21項第2号に規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した

申告書を市長に提出しなければならない。 

5 法附則第15条の8第4項の貸家住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに

次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する

法律（平成13年法律第26号）第7条第1項の登録を受けた旨を証する

書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第

21項第2号に規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した

申告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

      

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

6 法附則第15条の8第5項の家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

6 法附則第15条の8第5項の家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

      

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

7 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改

修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家

屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

7 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改

修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家

屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 



(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

      

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

8 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高

齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

8 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高

齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

      

(2)～(7) （略） (2)～(7) （略） 

9 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱

損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

9 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱

損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

      

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

10 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る補助金確定通

知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律

第123号）第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当

10 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る補助金確定通

知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律

第123号）第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当



該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たす

ことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たす

ことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称           

                             

      

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

11 （略） 11 （略） 

（宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等） （宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等） 

第13条の4 （略） 第13条の4 （略） 

2 法附則第29条の5第2項の申告は、次の各号に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第8条の3第2項第1号に掲げる書類を添付し

てしなければならない。 

2 法附則第29条の5第2項の申告は、次の各号に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第8条の3第2項第1号に掲げる書類を添付し

てしなければならない。 

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称             

                             

    

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

3 法附則第29条の5第4項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書に施行規則附則第8条の3第2項第2号に掲げる書類を添付し

てしなければならない。 

3 法附則第29条の5第4項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書に施行規則附則第8条の3第2項第2号に掲げる書類を添付し

てしなければならない。 

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称             

                             

    

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

4 法附則第29条の5第5項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書に施行規則附則第8条の3第2項第3号に掲げる書類を添付し

てしなければならない。 

4 法附則第29条の5第5項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書に施行規則附則第8条の3第2項第3号に掲げる書類を添付し

てしなければならない。 

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称             

                             

    

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 



亀岡市税条例等の一部を改正する条例（平成28年亀岡市条例第27号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

（亀岡市税条例の一部改正） （亀岡市税条例の一部改正） 

第1条 亀岡市税条例（昭和30年亀岡市条例第39号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第1条 亀岡市税条例（昭和30年亀岡市条例第39号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第18条の3中「軽自動車税」を「種別割」に改める。  

 第19条中「）、第51条の7、第63条」の次に「、第76条の6第1

項」を加え、「及び第2号」を「、第2号及び第5号」に、「当該各

号」を「第1号から第4号まで」に改め、「掲げる期間」の次に「並

びに第5号及び第6号に定める日までの期間」を加え、同条第2号中

「第46条第1項の申告書（法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第

19項の規定による申告書に限る。）、」を削り、「第92条第1項」

を「第76条の6第1項の申告書、第92条第1項」に改め、同条第3号中

「第46条第1項の申告書（法第321条の8第22項及び第23項の申告書

を除く。）、」を削り、「第92条第1項」を「第76条の6第1項の申

告書、第92条第1項」に改め、同条に次の2号を加える。 

 第19条中                         

      「及び第2号」を「、第2号及び第5号」に、「当該各

号」を「第1号から第4号まで」に改め、「掲げる期間」の次に「並

びに第5号及び第6号に定める日までの期間」を加え、同条第2号中

「第46条第1項の申告書（法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第

19項の規定による申告書に限る。）、」を削り         

                       、同条第3号中

「第46条第1項の申告書（法第321条の8第22項及び第23項の申告書

を除く。）、」を削り                    

             、同条に次の2号を加える。 

(5) 第46条第1項の申告書（法第321条の8第1項、第2項、第4項又

は第19項の規定による申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げ

るものを除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過

する日 

(5) 第46条第1項の申告書（法第321条の8第1項、第2項、第4項又

は第19項の規定による申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げ

るものを除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過

する日 

(6) 第46条第1項の申告書（法第321条の8第22項及び第23項の申告

書を除く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該

提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日 

(6) 第46条第1項の申告書（法第321条の8第22項及び第23項の申告

書を除く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該

提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日 

 第33条の2中「100分の12.1」を「100分の8.4」に改める。  

（略） （略） 

 第75条第1項及び第2項を次のように改める。 

 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽

自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該

軽自動車等の所有者に種別割によって課する。 

 



2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第

2項に規定する者を含まないものとする。 

 第75条第3項中「第443条第1項」を「第445条第1項」に、「に

よって軽自動車税」を「により種別割」に、「においては」を「に

は、第1項の規定にかかわらず」に改め、同項ただし書中「もの」

を「軽自動車等」に改める。 

 

 第75条の2を削る。  

 第76条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」に改

め、同条を第75条の2とし、同条の次に次の8条を加える。 

 

 （軽自動車税のみなす課税）  

第76条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所

有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者

（以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」とい

う。）又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課す

る。 

 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等につい

て、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を三輪以上

の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。 

 

3 法第444条第3項に規定する販売業者等（以下この項において

「販売業者等」という。）が、その製造により取得した三輪以上

の軽自動車又はその販売のためその他運行（道路運送車両法第2

条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。）以外の目

的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売

業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場

合（当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契

約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を三輪

以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

 

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪  



以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場

合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以

上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課

税の範囲） 

 

第76条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その

本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自

動車税を課さない。 

 

 （環境性能割の課税標準）  

第76条の3 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得

のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるとこ

ろにより算定した金額とする。 

 

 （環境性能割の税率）  

第76条の4 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する

環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

 

(1) 法第451条第1項（同条第4項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの 100分の1 

 

(2) 法第451条第2項（同条第4項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの 100分の2 

 

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3  

 （環境性能割の徴収の方法）  

第76条の5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によら

なければならない。 

 

 （環境性能割の申告納付）  

第76条の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲

げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は

日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出す

るとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければなら

ない。 

 

2 三輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除  



く。）は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を

市長に提出しなければならない。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する過料）  

第76条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、

又は報告すべき事項について、正当な事由がなく申告又は報告を

しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科す

る。 

 

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。  

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定す

べき納期限は、その発付の日から10日以内とする。 

 

 （環境性能割の減免）  

第76条の8 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車

又は第84条の2第1項各号に掲げる軽自動車等（三輪以上のものに

限る。）のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免

する。 

 

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他

必要な事項については、規則で定める。 

 

 第77条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中

「軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を

「次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は」に

改め、同条第2号ア(ｳ)を次のように改める。 

 

(ｳ) 四輪以上のもの  

ａ 乗用のもの 

営業用 年額 6,900円 

自家用 年額 10,800円 

 

ｂ 貨物用のもの 

営業用 年額 3,800円 

自家用 年額 5,000円 

 

 第78条（見出しを含む。）及び第80条（見出しを含む。）中「軽  



自動車税」を「種別割」に改める。 

 第82条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1

項中「軽自動車税」を「種別割」に、「本節」を「この節」に、

「第33号の4様式」を「第33号の4の2様式」に改め、同条第2項及び

第3項中「第33号の4様式」を「第33号の4の2様式」に改め、同条第

4項中「第75条第2項」を「第76条第1項」に改める。 

 

 第82条の2の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条

第1項中「第75条第2項」を「第76条第1項」に改める。 

 

 第84条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1

項中「市長において必要と認める者に対して課する軽自動車税はこ

れ」を「必要と認めるものに対しては、種別割」に改め、同項第1

号中「ものと認める」を削り、同条第2項中「軽自動車税」を「種

別割」に改め、同条第3項中「軽自動車税を」を「種別割の」に改

める。 

 

 第84条の2の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条

第1項中「掲げる軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」

を加え、「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を

削り、同項第1号中「のうち、市長が必要と認めるもの」を削り、

同条第2項中「軽自動車税」を「種別割」に、「本項」を「この

項」に改め、同条第3項中「軽自動車税」を「種別割」に、「第84

条第2項各号」を「前条第2項各号」に改め、同条第4項中「軽自動

車税」を「種別割」に改める。 

 

 第85条第2項中「第443条若しくは第75条の2」を「第445条若しく

は第76条の2」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第7項

中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

 

（略） （略） 

 附則第15条に次の1項を加える。  

6 法附則第31条の4第1項の条例で定める土地は、市の全部の区域

内に所在する土地とする。 

 

 附則第15条の2を次のように改める。  



 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）  

第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1

章第2節の規定にかかわらず、京都府が、自動車税の環境性能割

の賦課徴収の例により、行うものとする。 

 

 附則第15条の2の次に次の4条を加える。  

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特例）  

第15条の3 市長は、当分の間、第76条の8の規定にかかわらず、京

都府知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するも

のとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車

税の環境性能割を減免する。 

 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例）  

第15条の4 第76条の6の規定による申告納付については、当分の

間、同条中「市長」とあるのは、「京都府知事」とする。 

 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付）  

第15条の5 市は、京都府が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に

関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29

条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として京都府

に交付する。 

 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例）  

第15条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第76条の4の規定

の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第1号 100分の1 100分の0.5 

第2号 100分の2 100分の1 

第3号 100分の3 100分の2 

  

 

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第76条の4（第3号に係る

部分に限る。）の規定の適用については、同号中「100分の3」と

あるのは、「100分の2」とする。 

 



 附則第16条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加

え、同条第1項中「初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定に

よる」を「最初の法第444条第3項に規定する」に改め、「軽自動車

税」の次に「の種別割」を、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を

加え、同項の表を次のように改める。 

第2号ア(ｲ) 3,900円 4,600円 

第2号ア(ｳ)ａ 
6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

第2号ア(ｳ)ｂ 
3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

  

 附則第16条第1項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、

同項の表第77条第2号アの項中「第77条第2号ア」を「第2号ア」に

改め、同条第2項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1

日から平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月

31日まで」に、「において、平成28年度分」を「には、平成29年度

分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表

第77条第2号アの項中「第77条第2号ア」を「第2号ア」に改め、同

条第3項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1日から平

成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日ま

で」に、「において、平成28年度分」を「には、平成29年度分」に

改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第77条

第2号アの項中「第77条第2号ア」を「第2号ア」に改め、同条第4項

中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1日から平成28年3

月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に、

「において、平成28年度分」を「には、平成29年度分」に改め、

「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第77条第2号

アの項中「第77条第2号ア」を「第2号ア」に改める。 

 附則第16条第2項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月

1日から平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3

月31日まで」に、「において、平成28年度」を「には、平成29年

度」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を、「左欄に掲げ

る」の次に「同条の」を加え、同項の表を次のように改める。 

第2号ア(ｲ) 3,900円 1,000円 

第2号ア(ｳ)ａ 6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

第2号ア(ｳ)ｂ 3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

  

 附則第16条第3項中「規定する三輪以上の軽自動車（ガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）」

を「掲げる法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車（以

下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）のうち

三輪以上のもの」に、「軽自動車が平成27年4月1日から平成28年3

月31日まで」を「ガソリン軽自動車が平成28年4月1日から平成29年

3月31日まで」に、「において、平成28年度」を「には、平成29年

度」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を、「左欄に掲げ

 



る」の次に「同条の」を加え、同項の表を次のように改める。 

 附則第16条第4項中「規定する三輪以上の軽自動車」を「掲げる

ガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの」に、「軽自動車が平成27

年4月1日から平成28年3月31日まで」を「ガソリン軽自動車が平成

28年4月1日から平成29年3月31日まで」に、「において、平成28年

度」を「には、平成29年度」に改め、「軽自動車税」の次に「の種

別割」を、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表を

次のように改める。 

第2号ア(ｲ) 3,900円 3,000円 

第2号ア(ｳ)ａ 6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

第2号ア(ｳ)ｂ 3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 

  

 

 第1条の2 亀岡市税条例の一部を次のように改正する。 

第18条の3中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第19条中「）、第51条の7、第63条」の次に「、第76条の6第1

項」を加え、同条第2号及び第3号中「第92条第1項」を「第76条の6

第1項の申告書、第92条第1項」に改める。 

第33条の2中「100分の12.1」を「100分の8.4」に改める。 

第75条第1項及び第2項を次のように改める。 

軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽

自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該

軽自動車等の所有者に種別割によって課する。 

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第

2項に規定する者を含まないものとする。 

第75条第3項中「第443条第1項」を「第445条第1項」に、「に

よって軽自動車税」を「により種別割」に、「においては」を「に

は、第1項の規定にかかわらず」に改め、同項ただし書中「もの」

を「軽自動車等」に改める。 



第75条の2を削る。 

第76条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」に改

め、同条を第75条の2とし、同条の次に次の8条を加える。 

  （軽自動車税のみなす課税） 

 第76条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所

有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者

（以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」とい

う。）又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課す

る。 

 2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等につい

て、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を三輪以上

の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。 

 3 法第444条第3項に規定する販売業者等（以下この項において

「販売業者等」という。）が、その製造により取得した三輪以上

の軽自動車又はその販売のためその他運行（道路運送車両法第2

条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。）以外の目

的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売

業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場

合（当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契

約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を三輪

以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

 4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪

以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場

合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以

上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

 （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課

税の範囲） 

 第76条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その



本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自

動車税を課さない。 

 （環境性能割の課税標準） 

 第76条の3 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得

のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるとこ

ろにより算定した金額とする。 

 （環境性能割の税率） 

 第76条の4 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する

環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

 (1) 法第451条第1項（同条第4項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの 100分の1 

 (2) 法第451条第2項（同条第4項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの 100分の2 

 (3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3 

 （環境性能割の徴収の方法） 

 第76条の5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によら

なければならない。 

 （環境性能割の申告納付） 

 第76条の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲

げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は

日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出す

るとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければなら

ない。 

 2 三輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除

く。）は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を

市長に提出しなければならない。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

 第76条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、

又は報告すべき事項について、正当な事由がなくて申告又は報告



をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科す

る。 

 2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

 3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定す

べき納期限は、その発付の日から10日以内とする。 

 （環境性能割の減免） 

 第76条の8 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車

又は第84条の2第1項各号に掲げる軽自動車等（三輪以上のものに

限る。）のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免

する。 

 2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他

必要な事項については、規則で定める。 

 第77条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中

「軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を

「次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は」に

改め、同条第2号ア(ｳ)を次のように改める。 

 (ｳ) 四輪以上のもの 

a 乗用のもの 

営業用 年額 6,900円 

自家用 年額 10,800円 

b 貨物用のもの 

営業用 年額 3,800円 

自家用 年額 5,000円 

 第78条（見出しを含む。）及び第80条（見出しを含む。）中「軽

自動車税」を「種別割」に改める。 

 第82条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1

項中「軽自動車税」を「種別割」に、「本節」を「この節」に、

「第33号の4様式」を「第33号の4の2様式」に改め、同条第2項及び

第3項中「第33号の4様式」を「第33号の4の2様式」に改め、同条第

4項中「第75条第2項」を「第76条第1項」に改める。 



 第82条の2の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条

第1項中「第75条第2項」を「第76条第1項」に改める。 

 第84条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1

項中「市長において必要と認める者に対して課する軽自動車税はこ

れ」を「必要と認めるものに対しては、種別割」に改め、同項第1

号中「ものと認める」を削り、同条第2項中「軽自動車税」を「種

別割」に改め、同条第3項中「軽自動車税を」を「種別割の」に改

める。 

 第84条の2の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条

第1項中「掲げる軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」

を加え、「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を

削り、同項第1号中「のうち、市長が必要と認めるもの」を削り、

同条第2項中「軽自動車税」を「種別割」に、「本項」を「この

項」に改め、同条第3項中「軽自動車税」を「種別割」に、「第84

条第2項各号」を「前条第2項各号」に改め、同条第4項中「軽自動

車税」を「種別割」に改める。 

 第85条第2項中「第443条若しくは第75条の2」を「第445条若しく

は第76条の2」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第7項

中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

 附則第15条に次の1項を加える。 

 6 法附則第31条の4第1項の条例で定める土地は、市の全部の区域

内に所在する土地とする。 

 附則第15条の2を次のように改める。 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

 第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1

章第2節の規定にかかわらず、京都府が、自動車税の環境性能割

の賦課徴収の例により、行うものとする。 

 附則第15条の2の次に次の4条を加える。 

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

 第15条の3 市長は、当分の間、第76条の8の規定にかかわらず、京



都府知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するも

のとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車

税の環境性能割を減免する。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

 第15条の4 第76条の6の規定による申告納付については、当分の

間、同条中「市長」とあるのは、「京都府知事」とする。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

 第15条の5 市は、京都府が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に

関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29

条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として京都府

に交付する。 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

 第15条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第76条の4の規定

の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第1号 100分の1 100分の0.5 

第2号 100分の2 100分の1 

第3号 100分の3 100分の2 

  

 2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第76条の4（第3号に係る

部分に限る。）の規定の適用については、同号中「100分の3」と

あるのは、「100分の2」とする。 

 附則第16条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加

え、同条第1項中「初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定に

よる」を「最初の法第444条第3項に規定する」に改め、「軽自動車

税」の次に「の種別割」を加え、同項の表を次のように改める。 

第2号ア(ｲ) 3,900円 4,600円 

第2号ア(ｳ)ａ 6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 



第2号ア(ｳ)ｂ 3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

  

 附則第16条第2項から第4項までを削る。 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第1条中亀岡市税条例第19条の改正規定（次号に掲げる部分を

除く。）並びに同条例第41条、第46条及び第48条の改正規定並び

に第3条中亀岡市税条例等の一部を改正する条例（平成27年亀岡

市条例第22号）附則第5条第7項の改正規定(「、新条例」を「、

亀岡市税条例」に、「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改め

る部分及び同項の表第19条第3号の項中「第46条第1項の申告書

(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。）、」を削る

部分に限る。）並びに次条第1項及び第4項の規定 平成29年1月1

日 

(1) 第1条中亀岡市税条例第19条、第41条           

             、第46条及び第48条の改正規定並び

に第3条中亀岡市税条例等の一部を改正する条例（平成27年亀岡

市条例第22号）附則第5条第7項の改正規定（「、新条例」を「、

亀岡市税条例」に、「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改め

る部分及び同項の表第19条第3号の項中「第46条第1項の申告書

(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。）、」を削る

部分に限る。）並びに次条第1項及び第3項の規定 平成29年1月1

日 

(2) 第1条中亀岡市税条例第18条の3の改正規定、同条例第19条の

改正規定（「）、第51条の7、第63条」の次に「、第76条の6第1

項」を加える部分、同条第2号中「第92条第1項」を「第76条の6

第1項の申告書、第92条第1項」に改める部分及び同条第3号中

「第92条第1項」を「第76条の6第1項の申告書、第92条第1項」に

改める部分に限る。）、同条例第33条の2及び第75条の改正規

定、同条例第75条の2を削る改正規定、同条例第76条を第75条の2

とし、同条の次に次の8条を加える改正規定、同条例第77条、第

78条及び第80条から第85条までの改正規定並びに同条例附則第15

条及び第15条の2の改正規定、第15条の2の次に4条を加える改正

規定及び同条例附則第16条の改正規定並びに第2条の規定並びに

第3条中亀岡市税条例等の一部を改正する条例（平成27年亀岡市

条例第22号）附則第5条第7項の表第19条第3号の項の改正規定

(2) 第1条中亀岡市税条例附則第16条の改正規定及び附則第3条の2

の規定 平成29年4月1日 



（「第92条第1項」を「第76条の6第1項の申告書、第92条第1項」

に改める部分に限る。）並びに次条第3項及び附則第4条の規定 

平成29年4月1日 

(3) （略） (3) （略） 

 (4) 第1条の2及び第2条の規定並びに第3条中亀岡市税条例等の一

部を改正する条例（平成27年亀岡市条例第22号）附則第5条第7項

の表第19条第3号の項の改正規定（「第92条第1項」を「第76条の

6第1項の申告書、第92条第1項」に改める部分に限る。）並びに

附則第2条の2及び第4条の規定 平成31年10月1日 

 （市民税に関する経過措置）  （市民税に関する経過措置） 

第2条 （略） 第2条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 新条例第 33 条の 2の規定は、前条第 2 号に掲げる規定の施行の日

以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する

連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した

事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の

法人の市民税については、なお従前の例による。 

 

4 （略） 3 （略） 

 第2条の2 第1条の2の規定による改正後の亀岡市税条例（附則第4条

において「31年新条例」という。）第33条の2の規定は、附則第1条

第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の

市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税につ

いて適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日

前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前

の例による。 

第3条 （略） 第3条 （略） 

  （軽自動車税に関する経過措置） 

 第3条の2 新条例附則第16条の規定は、平成29年度分の軽自動車税に

ついて適用する。 

 （軽自動車税に関する経過措置）  



第4条 新条例  の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分

は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適

用する。 

第4条 31年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分

は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適

用する。 

2 新条例  の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成29

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成28年

度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

2 31年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年

度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

 

 



 

亀岡市印鑑条例（平成6年亀岡市条例第20号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

（定義） （定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1) 印鑑登録証 この条例に基づき印鑑の登録を受けたことを証

するものとして、登録者に交付するカードをいう。 

(1) 印鑑登録証 この条例に基づき印鑑の登録を受けたことを証

するものとして、登録者に交付するカードをいう。 

(2) 印鑑登録者識別カード 印鑑登録証（以下「登録証」とい

う。）のうち、印鑑登録をした者個人を識別することのできる磁

気カードをもって調製したものをいう。 

 

(3) 登録者暗証番号 印鑑登録者識別カード（以下「印鑑カー

ド」という。）の不正利用を防止するため、暗証としてコン  

ピューターに登録される番号をいう。 

 

(4) 印鑑登録証明書自動交付機 印鑑カードと登録者暗証番号で

請求者を識別し、請求者自身の操作で必要な証明書の交付から手

数料の徴収、領収書の発行に至るまでの一連の交付手続を全て自

動で行う端末機をいう。 

 

(5) キオスク端末 地方公共団体情報システム機構の使用に係る

電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回

線で接続された通信端末機器をいう。 

(2) キオスク端末 地方公共団体情報システム機構の使用に係る

電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回

線で接続された通信端末機器をいう。 

（登録証の交付） （登録証の交付） 

第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者（以下「登録者」という。）

又はその代理人に対して登録証               を

交付する。 

第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者（以下「登録者」という。）

又はその代理人に対して印鑑登録証（以下「登録証」という。）を

交付する。 

2 （略） 2 （略） 

（登録証の再交付） （登録証の再交付） 

第10条 登録者又はその代理人は、登録証又は印鑑カードが著しく 第10条 登録者又はその代理人は、登録証       が著しく



 

汚損又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録

証又は印鑑カードを添えて市長に再交付を申請することができ

る。 

汚損又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録

証       を添えて市長に再交付を申請することができ

る。 

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証又は印鑑カードを印

鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上

で、当該申請をした者に対して登録証を再交付する。 

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証       を印

鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上

で、当該申請をした者に対して登録証を再交付する。 

（登録者暗証番号の変更）  

第11条 印鑑カードの交付を受けている登録者が、登録者暗証番号を

変更しようとするときは、印鑑カードを添えて本人自らが、登録者

暗証番号変更申請書により市長に申請しなければならない。 

 

2 市長は、前項の申請があったときは、第5条に基づく確認を行った

上、登録者暗証番号を変更した印鑑カードを返付する。 

 

（登録者暗証番号の廃止）  

第12条 印鑑カードの交付を受けている登録者が、印鑑登録証明書自

動交付機（以下「自動交付機」という。）による印鑑登録証明書の

自動交付の利用を中止しようとするときは、印鑑カードを添えて本

人自らが、登録者暗証番号廃止申請書により市長に申請しなければ

ならない。 

 

2 市長は、前項の申請があったときは、第5条に基づく確認を行った

上、登録者暗証番号を抹消した登録証を交付する。 

 

（印鑑登録の廃止） （印鑑登録の廃止） 

第13条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録

廃止申請書により、速やかに市長に印鑑の登録の廃止申請をしなけ

ればならない。この場合においては、第4条ただし書の規定を準用

する。 

第11条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録

廃止申請書により、速やかに市長に印鑑の登録の廃止申請をしなけ

ればならない。この場合においては、第4条ただし書の規定を準用

する。 

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。 (1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。 

(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。 (2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。 

(3) 登録証又は印鑑カードを亡失したとき。 (3) 登録証       を亡失したとき。 



 

（登録の抹消） （登録の抹消） 

第14条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたと認めた

ときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。 

第12条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたと認めた

ときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

2 （略） 2 （略） 

（印鑑登録証明） （印鑑登録証明） 

第15条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されて

いる印影の写しであることを市長が証明する。 

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されて

いる印影の写しであることを市長が証明する。 

2～4 （略） 2～4 （略） 

（印鑑登録証明書の交付） （印鑑登録証明書の交付） 

第16条 登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合（自動

交付機又はキオスク端末により印鑑登録証明書の交付を受けようと

する場合を除く。）は、登録者又はその代理人は、印鑑登録証明交

付申請書に登録証又は印鑑カードを添えて市長に申請しなければな

らない。 

第14条 登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合（  

     キオスク端末により印鑑登録証明書の交付を受けようと

する場合を除く。）は、登録者又はその代理人は、印鑑登録証明交

付申請書に登録証       を添えて市長に申請しなければな

らない。 

2 前項の規定にかかわらず、登録者本人がその意思により同項の申

請を行うときは、登録証又は印鑑カードを添えることに代えて、利

用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第22条第1

項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。）が記録

された個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第2条第7項

に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。）を職員に提示し

て、申請を行うことができる。 

2 前項の規定にかかわらず、登録者本人がその意思により同項の申

請を行うときは、登録証       を添えることに代えて、利

用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第22条第1

項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。）が記録

された個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第2条第7項

に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。）を職員に提示し

て、申請を行うことができる。 

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、登録証又は印鑑

カードと印鑑登録原票を照合し、必要があると認めたときは、申請

を行う者が本人であることの確認を行い、当該申請が適正であるこ

とを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、登録証    

  と印鑑登録原票を照合し、必要があると認めたときは、申請を

行う者が本人であることの確認を行い、当該申請が適正であること

を確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付し



 

しなければならない。 なければならない。 

（印鑑登録証明書の自動交付）  

第17条 印鑑カードの交付を受けている登録者は、自動交付機に印鑑

カードを挿入し、登録者暗証番号を入力することにより、自らの印

鑑登録証明書の交付を申請することができる。 

 

2 前項による申請において、当該申請が適正であることの確認、印

鑑カードの返付及び印鑑登録証明書の作成は、あらかじめ作成した

プログラムに従って行うものとし、印鑑登録証明書の交付の方法は

自動交付機からの出力によるものとする。 

 

（キオスク端末による印鑑登録証明書の交付） （キオスク端末による印鑑登録証明書の交付） 

第18条 登録者は、キオスク端末において、利用者証明用電子証明書

が記録された個人番号カードを用いて、かつ、キオスク端末に利用

者証明用電子証明書の暗証番号を入力することにより、自らの印鑑

登録証明書の交付を申請することができる。 

第15条 登録者は、キオスク端末において、利用者証明用電子証明書

が記録された個人番号カードを用いて、かつ、キオスク端末に利用

者証明用電子証明書の暗証番号を入力することにより、自らの印鑑

登録証明書の交付を申請することができる。 

（印鑑登録証明書交付申請の不受理） （印鑑登録証明書交付申請の不受理） 

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証

明書を交付することができない。 

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証

明書を交付することができない。 

(1) 登録証、印鑑カード又は利用者証明用電子証明書が記録され

た個人番号カードの提示をしないとき。 

(1) 登録証      又は利用者証明用電子証明書が記録され

た個人番号カードの提示をしないとき。 

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明

を求められたとき。 

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明

を求められたとき。 

(3) その他市長が不適当と認めたとき。 (3) その他市長が不適当と認めたとき。 

（印鑑カード及び登録者暗証番号の管理）  

第20条 印鑑カードの交付を受けた登録者は、印鑑カードが自らの印

鑑登録証明書の交付を受ける目的以外の目的に使われないように印

鑑カード及び登録者暗証番号を責任を持って管理しなければならな

い。 

 

（閲覧の禁止） （閲覧の禁止） 



 

第21条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票

その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。 

第17条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票

その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。 

（質問調査） （質問調査） 

第22条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し質

問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項に

ついての調査をすることができる。 

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し質

問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項に

ついての調査をすることができる。 

（手数料） （手数料） 

第23条 印鑑の登録証明は、別に定める手数料を徴収する。 第19条 印鑑の登録証明は、別に定める手数料を徴収する。 

（手数料の免除） （手数料の免除） 

第24条 市長は、次のいずれかに該当するときは、手数料を免除する

ことができる。 

第20条 市長は、次のいずれかに該当するときは、手数料を免除する

ことができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（亀岡市行政手続条例の適用除外） （亀岡市行政手続条例の適用除外） 

第25条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分に

ついては、亀岡市行政手続条例（平成8年亀岡市条例第25号）第2章

及び第3章の規定は適用しない。 

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分に

ついては、亀岡市行政手続条例（平成8年亀岡市条例第25号）第2章

及び第3章の規定は適用しない。 

（委任） （委任） 

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 附 則 

 （施行期日） 

 1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。 

 （経過措置） 

 2 この条例による改正前の亀岡市印鑑条例第2条第2号に規定する印

鑑登録者識別カードは、この条例による改正後の亀岡市印鑑条例第

8条第1項の規定に基づき交付された印鑑登録証とみなす。 

 



 

亀岡市介護保険条例（平成12年亀岡市条例第15号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

    附 則 

＜新規＞ （平成29年度における保険料率の算定に関する基準に関する特例） 

 第9条 平成29年度における保険料率は、第3条第1項の規定に関わら

ず、同年度の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被

保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 31,176円 

 (2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 42,084円 

 (3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 46,764円 

 (4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 56,112円 

 (5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 62,352円 

 (6) 次のいずれかに該当する者 74,820円 

 ア 平成29年度における地方税法第292条第1項第13号に規定する

合計所得金額（租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2

項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条

第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とす

る。以下この項において同じ。）が1,200,000円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令附則第20条第1項第1号イ（⑴に係る部分を除

く。）、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ又は第11号イに

該当する者を除く。） 

 ⑺ 次のいずれかに該当する者 81,048円 

 ア 平成29年度における合計所得金額が1,200,000円以上



 

1,900,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令附則第20条第1項第1号イ（⑴に係る部分を除

く。）、次号イ、第9号イ、第10号イ又は第11号イに該当する

者を除く。） 

 ⑻ 次のいずれかに該当する者 93,528円 

 ア 平成29年度における合計所得金額が1,900,000円以上

2,900,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令附則第20条第1項第1号イ（⑴に係る部分を除

く。）、次号イ、第10号イ又は第11号イに該当する者を除

く。） 

 ⑼ 次のいずれかに該当する者 99,756円 

 ア 平成29年度における合計所得金額が2,900,000円以上

4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令附則第20条第1項第1号イ（⑴に係る部分を除

く。）、次号イ又は第11号イに該当する者を除く。） 

 ⑽ 次のいずれかに該当する者 112,224円 

 ア 平成29年度における合計所得金額が4,000,000円以上

6,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 



 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令附則第20条第1項第1号イ（⑴に係る部分を除

く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 ⑾ 次のいずれかに該当する者 124,704円 

 ア 平成29年度における合計所得金額が6,000,000円以上

8,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令附則第20条第1項第1号イ（⑴に係る部分を除

く。）に該当する者を除く。） 

 ⑿ 前各号のいずれにも該当しない者 137,172円 

 2 第3条第2項、第5条及び第11条の2の規定は、前項の規定による保

険料率の算定について準用する。この場合においては、第3条第2項

中「前項第1号」とあるのは「附則第9条第1項第1号」と、第5条中

「令第39条」とあるのは「令附則第20条」と、第11条の2中「第3条

第1項第5号」とあるのは「附則第9条第1項第5号」と読み替えるも

のとする。 

 



 

亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年亀岡市条例第33号）新旧対照表 

現  行 改 正 後（案） 

目次 目次 

第1章 総則（第1条－第5条） 第1章 総則（第1条－第5条） 

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第1節 基本方針等（第6条・第7条） 

第2節 人員に関する基準（第8条・第9条） 

第3節 設備に関する基準（第10条） 

第4節 運営に関する基準（第11条－第45条） 

第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及

び運営に関する基準の特例（第46条・第47条） 

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第1節 基本方針等（第6条・第7条） 

第2節 人員に関する基準（第8条・第9条） 

第3節 設備に関する基準（第10条） 

第4節 運営に関する基準（第11条－第45条） 

第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及

び運営に関する基準の特例（第46条・第47条） 

第3章 夜間対応型訪問介護 

第1節 基本方針等（第48条・第49条） 

第2節 人員に関する基準（第50条・第51条） 

第3節 設備に関する基準（第52条） 

第4節 運営に関する基準（第53条－第62条） 

第3章 夜間対応型訪問介護 

第1節 基本方針等（第48条・第49条） 

第2節 人員に関する基準（第50条・第51条） 

第3節 設備に関する基準（第52条） 

第4節 運営に関する基準（第53条－第62条） 

＜新規＞ 第3章の2 地域密着型通所介護 

第1節 基本方針（第62条の2） 

第2節 人員に関する基準（第62条の3・第62条の4） 

第3節 設備に関する基準（第62条の5） 

第4節 運営に関する基準（第62条の6－第62条の20） 

第5節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準 

第1款 この節の趣旨及び基本方針（第62条の21・第62条の

22） 

第2款 人員に関する基準（第62条の23・第62条の24） 

第3款 設備に関する基準（第62条の25・第62条の26） 

第4款 運営に関する基準（第62条の27―第62条の38） 



 

第4章 認知症対応型通所介護 

第1節 基本方針（第63条） 

第2節 人員及び設備に関する基準 

第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知

症対応型通所介護（第64条－第66条） 

第2款 共用型指定認知症対応型通所介護（第67条－第69条） 

第3節 運営に関する基準（第70条－第83条） 

第4章 認知症対応型通所介護 

第1節 基本方針（第63条） 

第2節 人員及び設備に関する基準 

第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知

症対応型通所介護（第64条－第66条） 

第2款 共用型指定認知症対応型通所介護（第67条－第69条） 

第3節 運営に関する基準（第70条－第83条） 

第5章～第9章 （略） 第5章～第9章 （略） 

附則 附則 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任

者による利用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支援

事業者が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号。以下「指

定居宅介護支援等基準」という。）第13条第9号に規定するサービ

ス担当者会議をいう。以下この章及び第70条          

    において同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければならない。 

第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任

者による利用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支援

事業者が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号。以下「指

定居宅介護支援等基準」という。）第13条第9号に規定するサービ

ス担当者会議をいう。以下この章、第62条の6、第62条の28及び第

62条の29において同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければならない。 

（管理者等の責務） （管理者等の責務） 

第32条 （略） 第32条 （略） 

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者にこの章の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者にこの節の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

3 （略） 3 （略） 

（管理者等の責務） （管理者等の責務） 

第57条 （略） 第57条 （略） 



 

2 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型

訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行うものとする。 

2 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型

訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行うものとする。 

3 （略） 3 （略） 

＜新規＞ 第3章の2 地域密着型通所介護 

 第1節 基本方針 

 （基本方針） 

 第62条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護

（以下「指定地域密着型通所介護」という。）の事業は、要介護状

態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及

び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心

身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図るものでなければならない。 

 第2節 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

 第62条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者（以下「指定地

域密着型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「指定地域密着型通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従

業者（以下この節から第4節までにおいて「地域密着型通所介護従

業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 

 (1) 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該

指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員（専

ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤

務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供

している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるため

に必要と認められる数 



 

 (2) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」とい

う。） 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地

域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が1人以上確保される

ために必要と認められる数 

 (3) 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定

地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該

指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務して

いる時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供してい

る時間数（次項において「提供単位時間数」という。）で除して

得た数が利用者（当該指定地域密着型通所介護事業者が第1号通

所事業（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）第5

条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護

に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事

業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては､当該事業所における指定地域密着型

通所介護及び当該第1号通所事業の利用者。以下この節及び次節

において同じ。）の数が15人までの場合にあっては1以上、15人

を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た

数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

 (4) 機能訓練指導員 1人以上 

 2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員（当該指定地域密

着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供

を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第

4節までにおいて同じ。）が10人以下である場合にあっては、前項

の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密

着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供し

ている時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該指定地域



 

密着型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数

の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるため

に必要と認められる数とすることができる。 

 3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単

位ごとに、第1項第3号の介護職員（前項の適用を受ける場合にあっ

ては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第７項において同

じ。）を、常時1人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させな

ければならない。 

 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇

に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職

員として従事することができる。 

 5 前各項の「指定地域密着型通所介護の単位」とは、指定地域密着

型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して

一体的に行われるものをいう。 

 6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能

の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定

地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。 

 7 第1項第1号の生活相談員又は同項第3号の介護職員のうち1人以上

は､常勤でなければならない。 

 8 指定地域密着型通所介護事業者が、第1項第3号に規定する第1号通

所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着

型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、市の定める当該第1号通

所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

 （管理者） 

 第62条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけ



 

ればならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に

従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

させることができるものとする。 

 第3節 設備に関する基準 

 （設備及び備品等） 

 第62条の5 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、

静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要

なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

 2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

 (1) 食堂及び機能訓練室 

 イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものと

し、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて

得た面積以上とすること。 

 ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際に

はその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行

う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあって

は、同一の場所とすることができる。 

 (2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよ

う配慮されていること。 

 3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の

用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定

地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

 4 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第1項に掲

げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外の

サービスを提供する場合に限る。）には､当該サービスの内容を当

該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 



 

 5 指定地域密着型通所介護事業者が第62条の3第1項第3号に規定する

第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定

地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、市の定める当該

第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第1項か

ら第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

 第4節 運営に関する基準 

 （心身の状況等の把握） 

 第62条の6 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が

開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境、他の保健医療サービス及び福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。 

 （利用料等の受領） 

 第62条の7 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用

者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地

域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護

事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た

額の支払を受けるものとする。 

 2 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払

を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型

介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。 

 3 指定地域密着型通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほ

か、次の各号 

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 



 

 (1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用 

 (2) 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域

密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必

要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護

に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 

 (3) 食事の提供に要する費用 

 (4) おむつ代 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供

において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と

なるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適

当と認められる費用 

 4 前項第3号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めると

ころによるものとする。 

 5 指定地域密着型通所介護事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に

係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該

利用者の同意を得なければならない。 

 （指定地域密着型通所介護の基本取扱方針） 

 第62条の8 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう、その目標が設定され、計画的に行わ

れなければならない。 

 2 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密

着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

ない。 

 （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） 

 第62条の9 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところに

よるものとする。 



 

 (1) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生

活を継続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動

への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に

行うものとする。 

 (2) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重

し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができ

るよう配慮して行うものとする。 

 (3) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規

定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的になら

ないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこと

ができるよう必要な援助を行うものとする。 

 (4) 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提

供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう

に説明を行うものとする。 

 (5) 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護

の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その

他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行ってはならない。 

 (6) 指定地域密着型通所介護事業者は、身体的拘束等を行う場合

には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 (7) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進

歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うもの

とする。 

 (8) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況

を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必

要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認



 

知症（法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。）である

要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス

の提供ができる体制を整えなければならない。 

 （地域密着型通所介護計画の作成） 

 第62条の10 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心

身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記

載した計画（以下「地域密着型通所介護計画」という。）を作成し

なければならない。 

 2 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されて

いる場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければ

ならない。 

 3 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護

計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に

対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

 4 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護

計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交

付しなければならない。 

 5 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域

密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状

況の記録を行わなければならない。 

 （管理者の責務） 

 第62条の11 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地

域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介

護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理

を一元的に行わなければならない。 

 2 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型

通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行わなければならない。 



 

 （運営規程） 

 第62条の12 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

 (1) 事業の目的及び運営の方針 

 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 (3) 営業日及び営業時間 

 (4) 指定地域密着型通所介護の利用定員 

 (5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 (6) 通常の事業の実施地域 

 (7) サービス利用に当たっての留意事項 

 (8) 緊急時等における対応方法 

 (9) 非常災害対策 

 (10) その他運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

 第62条の13 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な

指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介

護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

 2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業

所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指

定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者

の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

 3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の

資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 （定員の遵守） 

 第62条の14 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指

定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害そ



 

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

 （非常災害対策） 

 第62条の15 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に対する具

体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避

難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

 （衛生管理等） 

 第62条の16 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。 

 2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

 （地域との連携等） 

 第62条の17 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表

者、市職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域

を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの

職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設

置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告

し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から

必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助

言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけれ

ばならない。 

 3 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動団体等との連携及び協力を行う

こと等により地域との交流を図らなければならない。 



 

 4 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に

関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市等

が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業

所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域

密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以

外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めな

ければならない。 

 （事故発生時の対応） 

 第62条の18 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定

地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、当該利用

者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者、市等に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

 2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に

際して採った処置について記録しなければならない。 

 3 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着

型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。 

 4 指定地域密着型通所介護事業者は、第62条の5第4項の指定地域密

着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、

第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならな

い。 

 （記録の整備） 

 第62条の19 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

 2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着

型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完

結の日から5年間保存しなければならない。 



 

 (1) 地域密着型通所介護計画 

 (2) 次条において準用する第21条第2項の規定により提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

 (3) 第62条の9第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 (4) 次条において準用する第29条の規定による市への通知に係る

記録 

 (5) 次条において準用する第39条第2項の規定による苦情の内容等

の記録 

 (6) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 (7) 第62条の17第2項の規定による報告、評価、要望、助言等の記

録 

 （準用） 

 第62条の20 第11条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22

条、第24条、第30条、第36条から第40条まで、第43条及び第56条の

規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場

合において、第11条第1項中「第33条に規定する運営規程」とある

のは「第62条の12に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所

介護従業者」と、第36条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるもの

とする。 

 第5節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、

設備及び運営に関する基準 

 第1款 この節の趣旨及び基本方針 

 （この節の趣旨） 

 第62条の21 第1節から前節までの規定にかかわらず、指定療養通所



 

介護（指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度の要

介護状態にある要介護者又はがん末期の者であってサービス提供に

当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第62条の

31に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以

下同じ。）の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基

準については、この節に定めるところによる。 

 （基本方針） 

 第62条の22 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合に

おいても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する

能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の

維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持

並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでな

ければならない。 

 2 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定療養通所介護事業

者」という。）は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者

の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者（指定

訪問看護事業者又は健康保険法（大正11年法律第70号）第88条第1

項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同

じ。）等との密接な連携の確保に努めなければならない。 

 第2款 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

 第62条の23 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所（以下

「指定療養通所介護事業所」という。）ごとに置くべき指定療養通

所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員（以下この節において

「療養通所介護従業者」という。）の員数は、利用者の数が1.5に

対し、指定療養通所介護を提供する時間帯を通じて専ら当該指定療

養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が1以上確保される



 

ために必要と認められる数以上とする。 

 2 前項の療養通所介護従業者のうち1以上は、常勤の看護師であって

専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。 

 （管理者） 

 第62条の24 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるもの

とする。 

 2 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならな

い。 

 3 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を

行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 

 第3款 設備に関する基準 

 （利用定員） 

 第62条の25 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療

養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受ける

ことができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同

じ。）を9人以下とする。 

 （設備及び備品等） 

 第62条の26 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うの

にふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害

に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及

び備品等を備えなければならない。 

 2 前項に掲げる専用の部屋の面積は、6.4平方メートルに利用定員を

乗じた面積以上とする。 

 3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供



 

するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通

所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

 4 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第1項に掲げる設

備を利用し、夜間及び深夜に指定療養通所介護以外のサービスを提

供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの

提供の開始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った市

長に届け出るものとする。 

 第4款 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

 第62条の27 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の

開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第62条

の34に規定する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第

62条の32第1項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、

主治の医師及び第62条の35第1項に規定する緊急時対応医療機関と

の連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供

の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

 2 第11条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交

付について準用する。 

 （心身の状況等の把握） 

 第62条の28 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に

当たっては、サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス及び福祉サービ

スの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 2 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービ

スを提供できるよう、利用者の主治の医師及び当該利用者が利用す

る訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等

の把握に努めなければならない。 



 

 （指定居宅介護支援事業者等との連携） 

 第62条の29 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供す

るに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携の確保に努めなけれ

ばならない。 

 2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の

提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議にお

いて検討するため、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対

して必要な情報を提供するように努めなければならない。 

 3 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業

者に対して、居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提

供するように努めなければならない。 

 4 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際

しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、

当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

 （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

 第62条の30 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

 (1) 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する

療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常

生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

 (2) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う

ものとする。 

 (3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対

応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとす



 

る。 

 (4) 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当 

たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らない。 

 (5) 指定療養通所介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならない。 

 (6) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた

適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利

用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービ

スの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るもの

とする。 

 (7) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確

に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要な 

サービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。 

 （療養通所介護計画の作成） 

 第62条の31 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し

た計画（以下「療養通所介護計画」という。）を作成しなければな

らない。 

 2 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならな

い。 

 3 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（指定居宅サービス等

基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事

業の人員及び運営に関する基準（平成12年厚生省令第80号）第17条

第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下この節において同



 

じ。）が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整

合を図りつつ、作成しなければならない。 

 4 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に

当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明

し、当該利用者の同意を得なければならない。 

 5 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成し

た際には、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならな

い。 

 6 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介

護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行

うものとする。 

 （緊急時等の対応） 

 第62条の32 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提

供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、

主治の医師とともに、その場合の対応策（以下この節において「緊

急時等の対応策」という。）について利用者ごとに検討し、緊急時

等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。 

 2 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者

及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心し

てサービスを利用できるよう配慮しなければならない。 

 3 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行ってい

るときに利用者の病状の急変等が生じた場合には、緊急時等の対応

策に基づき、速やかに主治の医師又は第62条の35第1項に規定する

緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

 4 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携を

とりながら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更

を行うものとする。 



 

 5 第1項及び第2項の規定は､前項の規定による緊急時等の対応策の変

更について準用する｡ 

 （管理者の責務） 

 第62条の33 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所

介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに

係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなけ

ればならない。 

 2 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応

じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該

利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービ

スの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなけれ

ばならない。 

 3 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に

適切な環境を整備しなければならない。 

 4 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者

個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わ

なければならない。 

 5 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業

所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わ

なければならない。 

 （運営規程） 

 第62条の34 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

 (1) 事業の目的及び運営の方針 

 (2) 従業者の職種､員数及び職務の内容 

 (3) 営業日及び営業時間 

 (4) 指定療養通所介護の利用定員 



 

 (5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

 (6) 通常の事業の実施地域 

 (7) サービス利用に当たっての留意事項 

 (8) 非常災害対策 

 (9) その他事業の運営に関する重要事項 

 （緊急時対応医療機関） 

 第62条の35 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備

えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければ

ならない。 

 2 前項に規定する緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所

と同一の敷地内に存し、又は隣接し、若しくは近接していなければ

ならない。 

 3 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るた

め、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り

決めておかなければならない。 

 （安全・サービス提供管理委員会の設置） 

 第62条の36 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの

提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保

健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の

安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる

者から構成される安全・サービス提供管理委員会（次項において

「委員会」という。）を設置しなければならない。 

 2 指定療養通所介護事業者は、おおむね6月に1回以上委員会を開催

することとし、事故事例等、安全管理に必要な情報の収集を行うと

ともに、当該情報等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安

全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、

当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。 



 

 3 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に

応じて対策を講じなければならない。 

 （記録の整備） 

 第62条の37 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

 2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5

年間保存しなければならない。 

 (1) 療養通所介護計画 

 (2) 前条第2項に規定する検討の結果についての記録 

 (3) 次条において準用する第22条第2項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

 (4) 第62条の30第5号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 (5) 次条において準用する第30条の規定による市への通知に係る

記録 

 (6) 次条において準用する第40条第2項の規定による苦情の内容等

の記録 

 (7) 次条において準用する第62条の18第2項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置についての記録 

 (8) 次条において準用する第62条の17第2項の規定による報告、評

価、要望、助言等の記録 

 （準用） 

 第62条の38 第12条から第15条まで、第18条から第20条まで、第22

条、第24条、第30条、第36条から第40条まで、第43条、第62条の7

（第3項第2号を除く。）、第62条の8及び第62条の13から第62条の

18までの規定は､指定療養通所介護の事業について準用する。この

場合において、第36条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業



 

者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第62条の13第3項中

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」

と、第62条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、

「6月」とあるのは「12月」と、同条第3項中「当たっては」とある

のは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第62条の18第4項

中「第62条の5第4項」とあるのは「第62条の26第4項」と読み替え

るものとする｡ 

第4章 認知症対応型通所介護 第4章 認知症対応型通所介護 

第1節 基本方針 第1節 基本方針 

第63条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護

（以下「指定認知症対応型通所介護」という。）の事業は、要介護

状態となった場合においても、その認知症（法第5条の2に規定する

認知症をいう。以下同じ。）である利用者（その者の認知症の原因

となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常

生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立

感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第63条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護

（以下「指定認知症対応型通所介護」という。）の事業は、要介護

状態となった場合においても、その認知症           

             である利用者（その者の認知症の原因

となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常

生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立

感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第3節 運営に関する基準 第3節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握）  

第70条 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業

者をいう。以下同じ。)は、指定認知症対応型通所介護の提供に当

たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービ

ス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている

環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。 

第70条 削除 



 

（利用料等の受領）  

第71条 指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービス

に該当する指定認知症対応型通所介護を提供した際には、その利用

者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型通所介護に係る

地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型通所

介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して

得た額の支払を受けるものとする。 

第71条 削除 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該

当しない指定認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から

支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型通所介護に係る地域

密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

 

3 指定認知症対応型通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほ

か、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることがで

きる。 

 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用 

 

(2) 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定認

知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴

い必要となる費用の範囲内において、通常の指定認知症対応型通

所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 

 

(3) 食事の提供に要する費用  

(4) おむつ代  

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定認知症対応型通所介護の提

供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが

適当と認められる費用 

 



 

4 前項第3号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めると

ころによるものとする。 

 

5 指定認知症対応型通所介護事業者は、第3項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。 

 

（指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） （指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第72条 （略） 第72条 （略） 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定認知

症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければ

ならない。 

2 指定認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者を

いう。以下同じ。）は、自らその提供する指定認知症対応型通所介

護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（管理者の責務）  

第75条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、指定認知症対

応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型通所介護

の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を

一元的に行うものとする。 

第75条 削除 

2 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定認知症対

応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行うものとする。 

 

（運営規程） （運営規程） 

第76条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

第76条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員（第64条第4項又は第68

条第1項の利用定員をいう。第78条において同じ。） 

(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員（第64条第4項又は第68

条第1項の利用定員をいう。          ） 

(5)～(10) （略） (5)～(10) （略） 



 

（勤務体制の確保等）  

第77条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指

定認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定認知症対応型通所

介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

第77条 削除 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護

事業所ごとに、当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者に 

よって指定認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただ

し、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限

りでない。 

 

3 指定認知症対応型通所介護事業者は、認知症対応型通所介護従業

者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

 

（定員の遵守）  

第78条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定

認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

第78条 削除 

（非常災害対策）  

第79条 指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具体

的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

第79条 削除 

（衛生管理等）  

第80条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

第80条 削除 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、当該指定認知症対応型通所

介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 



 

（地域との連携等）  

第81条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所

介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表

者、指定認知症対応型通所介護事業所が所在する市の職員又は当該

指定認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第

115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、認知症対

応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会

（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おお

むね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推

進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要

望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

第81条 削除 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけ

ればならない。 

 

3 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の

地域との交流を図らなければならない。 

 

4 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情

に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市

が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

5 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護

事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定

認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利

用者以外の者に対しても指定認知症対応型通所介護の提供を行うよ

う努めなければならない。 

第81条の2 削除 

（記録の整備） （記録の整備） 

第82条 （略） 第82条 （略） 



 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から2年間保存しなければならない。 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から2年間保存しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 前条第2項             に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 

(5) 次条において準用する第62条の18第2項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 

 (6) 次条において準用する第62条の17第2項に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

3 （略） 3 （略） 

（準用） （準用） 

第83条 第11条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第

24条、第30条、第36条から第40条まで、第43条、第45条及び第56条

                            の規

定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場

合において、第11条第1項中「第33条に規定する運営規程」とある

のは「第76条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介

護従業者」と、第36条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と読み替えるもの

とする                           

                              

                              

      。 

第83条 第11条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第

24条、第30条、第36条から第40条まで、第45条、第56条、第62条の

6、第62条の7、第62条の11及び第62条の13から第62条の18までの規

定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場

合において、第11条第1項中「第33条に規定する運営規程」とある

のは「第76条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介

護従業者」と、第36条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第62条の17第

1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは

「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第62条の18

第4項中「第62条の5第4項」とあるのは「第66条第4項」と読み替え

るものとする。 

第5章 小規模多機能型居宅介護 第5章 小規模多機能型居宅介護 

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第85条 （略） 第85条 （略） 

2～5 （略） 2～5 （略） 



 

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の

中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いてい

るときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者

は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定

地域密着型介護老人福祉施設又は指

定介護療養型医療施設（医療法（昭

和23年法律第205号）第7条第2項第4

号に規定する療養病床を有する診療

所であるものに限る。） 

介護職員 

当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所の同一敷地内

に中欄に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅

サービスの事業を行う事業所、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所             

  、指定認知症対応型通所介護事

業所、指定介護老人福祉施設又は介

護老人保健施設 

看護師又は准看

護師 

  

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の

中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いてい

るときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者

は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定

地域密着型介護老人福祉施設又は指

定介護療養型医療施設（医療法（昭

和23年法律第205号）第7条第2項第4

号に規定する療養病床を有する診療

所であるものに限る。） 

介護職員 

当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所の同一敷地内

に中欄に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅

サービスの事業を行う事業所、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所、指定地域密着型通所介護事

業所、指定認知症対応型通所介護事

業所、指定介護老人福祉施設又は介

護老人保健施設 

看護師又は准看

護師 

 

7～13 （略） 7～13 （略） 

（地域との連携等）  

第108条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能

型居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民

の代表者、指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在する市の職員

又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄

する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、

小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成され

る協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置

し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し通いサービス及び

宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議によ

る評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を

第108条 削除 



 

聴く機会を設けなければならない。 

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の報告、評価、要

望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表し

なければならない。 

 

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等

の地域との交流を図らなければならない。 

 

4 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっ

ては、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの

苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅

介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して

指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該建物に居住

する利用者以外の者に対しても指定小規模多機能型居宅介護の提供

を行うよう努めなければならない。 

 

（記録の整備） （記録の整備） 

第110条 (略) 第110条 (略) 

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 第108条第2項            に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

(8) 次条において準用する第62条の17第2項に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

3 （略） 3 （略） 

（準用） （準用） 

第111条 第11条から第15条まで、第22条、第24条、第30条、第36条

から第40条まで、第42条、第43条、第45条、第75条、第77条及び第

第111条 第11条から第15条まで、第22条、第24条、第30条、第36条

から第40条まで、第42条、第43条、第45条、第62条の11、第62条の



 

80条            の規定は、指定小規模多機能型居宅

介護の事業について準用する。この場合において、第11条第1項中

「第33条に規定する運営規程」とあるのは「第103条に規定する重

要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第36条中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第75条第2項中「この節」とあるの

は「第5章第4節」と、第77条第3項中「認知症対応型通所介護従業

者」   とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替

えるものとする                       

                              

                              

                              

   。 

13、第62条の16及び第62条の17の規定は、指定小規模多機能型居宅

介護の事業について準用する。この場合において、第11条第1項中

「第33条に規定する運営規程」とあるのは「第103条に規定する重

要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第36条中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第62条の11第2項中「この節」とあ

るのは「第5章第4節」と、第62条の13第3項中「地域密着型通所介

護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第62

条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、

「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサー

ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるもの

とする。 

第6章 認知症対応型共同生活介護 第6章 認知症対応型共同生活介護 

（記録の整備） （記録の整備） 

第130条 （略） 第130条 （略） 

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認

知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認

知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 次条において準用する第108条第2項  に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

(7) 次条において準用する第62条の17第2項に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

3 （略） 3 （略） 

（準用） （準用） 

第131条 第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第36

条から第38条まで、第40条、第42条、第43条、第45条、第75条、第

80条                    、第102条、第105

第131条 第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第36

条から第38条まで、第40条、第42条、第43条、第45条、第62条の

11、第62条の16、第62条の17第1項から第4項まで、第102条、第105



 

条、第107条及び第108条第1項から第4項までの規定は、指定認知症

対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、

第11条第1項中「第33条に規定する運営規程」とあるのは「第125条

に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第36条中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第75条第2項  中「この節」とあるのは「第6章第4節」と、

                              

                              

                 、第102条中「小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第105条中「指

定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型

共同生活介護事業者」と、第108条第1項中「小規模多機能型居宅介

護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介

護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービス

の提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるも

のとする。 

条、第107条              の規定は、指定認知症

対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、

第11条第1項中「第33条に規定する運営規程」とあるのは「第125条

に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第36条中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第62条の11第2項中「この節」とあるのは「第6章第4節」と、

第62条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する

者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第102条中「小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第105条中「指

定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型

共同生活介護事業者」と                   

                              

                              

                        読み替えるも

のとする。 

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護 第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

（記録の整備） （記録の整備） 

第151条 （略） 第151条 （略） 

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対す

る指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければな

らない。 

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対す

る指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければな

らない。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 次条において準用する第108条第2項  に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

(8) 次条において準用する第62条の17第2項に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

3 （略） 3 （略） 



 

（準用） （準用） 

第152条 第14条、第15条、第24条、第30条、第36条から第40条ま

で、第42条、第43条、第45条、第75条、第79条、第80条、第102条

及び第108条第1項から第4項まで     の規定は、指定地域密

着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第36条中「定期巡回・随時対応型介護看護従業者」とある

のは「地域密着型特定施設従業者」と、第75条第2項  中「この

節」とあるのは「第7章第4節」と、第108条第1項中「小規模多機能

型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定

施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状

況」と読み替えるものとする。 

第152条 第14条、第15条、第24条、第30条、第36条から第40条ま

で、第42条、第43条、第45条、第62条の11、第62条の15、第62条の

16、第62条の17第1項から第4項及び第102条の規定は、指定地域密

着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第36条中「定期巡回・随時対応型介護看護従業者」とある

のは「地域密着型特定施設従業者」と、第62条の11第2項中「この

節」とあるのは「第7章第4節」と、第62条の17第1項中「地域密着

型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定

施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とある

のは「2月」と                       

   読み替えるものとする。 

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第2節 人員に関する基準 第2節 人員に関する基準 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第154条 （略） 第154条 （略） 

2～12 （略） 2～12 （略） 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所（指定居

宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をい

う。以下同じ。）、指定短期入所生活介護事業所等       

        又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行

う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第6条第1項

に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う

事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活

相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着

型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員によ

り当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所（指定居

宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をい

う。以下同じ。）、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着

型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行

う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第6条第1項

に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う

事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活

相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着

型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員によ

り当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。 



 

14～17 （略） 14～17 （略） 

（記録の整備） （記録の整備） 

第179条 （略） 第179条 （略） 

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならな

い。 

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならな

い。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 次条において準用する第108条第2項  に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

(7) 次条において準用する第62条の17第2項に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

3 （略） 3 （略） 

（準用） （準用） 

第180条 第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第36

条、第38条、第40条、第43条、第45条、第75条、第79条、第108条

第1項から第4項まで     の規定は、指定地域密着型介護老人

福祉施設について準用する。この場合において、第11条第1項中

「第33条に規定する運営規程」とあるのは「第171条に規定する重

要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「従業者」と、第15条第1項中「指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所

の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」

とあるのは「要介護認定」と、第36条中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第75条第2項 中

「この節」とあるのは「第8章第4節」と、第108条第1項中「小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、

「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とある

のは「活動状況」と読み替えるものとする。 

第180条 第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第36

条、第38条、第40条、第43条、第45条、第62条の11、第62条の15、

第62条の17第1項から第4項までの規定は、指定地域密着型介護老人

福祉施設について準用する。この場合において、第11条第1項中

「第33条に規定する運営規程」とあるのは「第171条に規定する重

要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「従業者」と、第15条第1項中「指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所

の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」

とあるのは「要介護認定」と、第36条中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第62条の11第2項中

「この節」とあるのは「第8章第4節」と、第62条の17第1項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、

「6月」とあるのは「2月」と                 

         読み替えるものとする。 



 

（準用） （準用） 

第192条 第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第36

条、第38条、第40条、第43条、第45条、第75条、第79条、第108条

第1項から第4項まで     、第156条から第158条まで、第161

条、第164条、第166条から第170条まで及び第174条から第179条ま

での規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について

準用する。この場合において、第11条第1項中「第33条に規定する

運営規程」とあるのは「第189条に規定する重要事項に関する規

程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「従業者」と、第15条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条

第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の

場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介

護認定」と、第36条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「従業者」と、第75条第2項  中「この節」とあ

るのは「第8章第5節」と、第108条第1項中「小規模多機能型居宅介

護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状

況」と、第170条中「第161条」とあるのは「第192条において準用

する第161条」と、同条第5号中「第160条第5項」とあるのは「第

185条第7項」と、同条第6号中「第180条」とあるのは「第192条」

と、同条第7号中「第178条第3項」とあるのは「第192条において準

用する第178条第3項」と、第179条第2項第2号中「第158条第2項」

とあるのは「第192条において準用する第158条第2項」と、同項第3

号中「第160条第5項」とあるのは「第185条第7項」と、同項第4号

及び第5号中「次条」とあるのは「第192条」と、同項第6号中「前

条第3項」とあるのは「第192条において準用する前条第3項」と読

み替えるものとする。 

第192条 第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第36

条、第38条、第40条、第43条、第45条、第62条の11、第62条の15、

第62条の17第1項から第4項まで、第156条から第158条まで、第161

条、第164条、第166条から第170条まで及び第174条から第179条ま

での規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について

準用する。この場合において、第11条第1項中「第33条に規定する

運営規程」とあるのは「第189条に規定する重要事項に関する規

程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「従業者」と、第15条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条

第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の

場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介

護認定」と、第36条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「従業者」と、第62条の11第2項中「この節」とあ

るのは「第8章第5節」と、第62条の17第1項中「地域密着型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とある

のは「2月」と                       

  、第170条中「第161条」とあるのは「第192条において準用す

る第16 1条」と、同条第5号中「第16 0条第5項」とあるの

は「第185条第7項」と、同条第6号中「第180条」とあるのは「第

192条」と、同条第7号中「第178条第3項」とあるのは「第192条に

おいて準用する第178条第3項」と、第179条第2項第2号中「第158条

第2項」とあるのは「第192条において準用する第158条第2項」と、

同項第3号中「第160条第5項」とあるのは「第185条第7項」と、同

項第4号及び第5号中「次条」とあるのは「第192条」と、同項第6号

中「前条第3項」とあるのは「第192条において準用する前条第3

項」と読み替えるものとする。 



 

第9章 看護小規模多機能型居宅介護 第9章 看護小規模多機能型居宅介護 

（記録の整備） （記録の整備） 

第204条 （略） 第204条 （略） 

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

(10) 次条において準用する第108条第2項  に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

(10) 次条において準用する第62条の17第2項に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

3 （略） 3 （略） 

（準用） （準用） 

第205条 第11条から第15条まで、第22条、第24条、第30条、第36条

から第40条まで、第42条、第43条、第45条、第75条、第77条、第80

条            、第90条から第93条まで、第96条から

第98条まで、第100条、第101条及び第103条から第109条まで   

   の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について

準用する。この場合において、第11条第1項中「第33条に規定する

運営規程」とあるのは「第205条において準用する第103条に規定す

る重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第36条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり、第

77条第3項中「認知症対応型通所介護従業者」とあり、並びに  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  第92条及び第100条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

第205条 第11条から第15条まで、第22条、第24条、第30条、第36条

から第40条まで、第42条、第43条、第45条、第62条の11、第62条の

13、第62条の16、第62条の17、第90条から第93条まで、第96条から

第98条まで、第100条、第101条、第103条から第107条まで及び第

109条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について

準用する。この場合において、第11条第1項中「第33条に規定する

運営規程」とあるのは「第205条において準用する第103条に規定す

る重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第36条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第62条の11第2項中

「この節」とあるのは「第8章第4節」と、第62条の13中「地域密着

型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第62条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあ

るのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と、第92条及び第100条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあ



 

るのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第109条中「第

85条第6項」とあるのは「第194条第7項各号」と読み替えるものと

する。 

るのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第109条中「第

85条第6項」とあるのは「第194条第7項各号」と読み替えるものと

する。 

    附 則 

  (施行期日) 

 1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

  （経過措置） 

 2 整備法附則第20条第1項に規定する通所介護の事業を行う者が、整

備法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日の前日までに、厚生労

働省令で定める別段の申出を行った上で、この条例の施行の日から

この条例第85条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所における事業を開始する場合は、平成30年3月31日

までの間、この条例第89条第1項に規定する宿泊室を設けないこと

ができる。 

 



特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年亀岡市条例第25号）新旧対照表 

現   行 改 正 後（案） 

別表（第1条関係） 別表（第1条関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

1 教育委員会委員 月額 107,000円 亀岡市副市長相当
額 

2 識見を有する者の中から選任された
監査委員 

月額 121,000円 

3 議会の議員の中から選任された同委
員 

月額 53,000円 

4 選挙管理委員会委員長 年額 389,000円 

5 同委員 年額 277,000円 

6 公平委員会委員長 年額 223,000円 

7 同委員 年額 155,000円 

8 農業委員会会長 年額 243,000円 

9 同副会長 年額 219,000円 

10 同部会長 年額 219,000円 

11 同委員 年額 194,000円 

12 スポーツ推進委員 年額 36,000円 

13 固定資産評価審査委員会委員 日額 9,700円 

14 介護認定審査会委員 日額 14,300円 

15 障害者介護給付費等支給認定審査
会委員 

日額 14,300円 

16 法令又は条例に基づく附属機関の
構成員 

日額 9,700円 

  

区分 報酬の額 旅費の額 

1 教育委員会委員 月額 107,000円 亀岡市副市長相当
額 

2 識見を有する者の中から選任された
監査委員 

月額 121,000円 

3 議会の議員の中から選任された同委
員 

月額 53,000円 

4 選挙管理委員会委員長 年額 389,000円 

5 同委員 年額 277,000円 

6 公平委員会委員長 年額 223,000円 

7 同委員 年額 155,000円 

8 農業委員会会長 年額 243,000円 

9 同副会長 年額 219,000円 

10 同委員 年額 194,000円 

11 農地利用最適化推進委員 年額 194,000円 

12 スポーツ推進委員 年額 36,000円 

13 固定資産評価審査委員会委員 日額 9,700円 

14 介護認定審査会委員 日額 14,300円 

15 障害者介護給付費等支給認定審査
会委員 

日額 14,300円 

16 法令又は条例に基づく附属機関の
構成員 

日額 9,700円 
 



備考 備考 

1 新たに特別職の職員となった者のうち、月額をもって定めるも

のにあってはその日から、年額をもって定めるものにあっては

その月から、報酬を支給する。 

1 新たに特別職の職員となった者のうち、月額をもって定めるも

のにあってはその日から、年額をもって定めるものにあっては

その月から、報酬を支給する。 

2 特別職の職員が退職又は罷免等により特別職の職員でなく 

なったときは、月額をもって定めるものにあってはその日まで、

年額をもって定めるものにあってはその月まで、報酬を支給す

る。 

2 特別職の職員が退職又は罷免等により特別職の職員でなく 

なったときは、月額をもって定めるものにあってはその日まで、

年額をもって定めるものにあってはその月まで、報酬を支給す

る。 

 3 同一年度内に各委員会において、特別職の職員の区分に異動が

生じた場合は、異動が生じた日により、その区分の報酬の額を

支給することとし、各委員会の同一区分の特別職の職員となっ

たときは、その報酬の支給は、引き続き在職したものとみなす。 

3 特別職の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。 4 特別職の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。 

 


